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都市基盤部交通政策課 

 

バス路線の維持に向けた取組について 

 

 区の公共交通は充実している一方、路線バスの減便や改廃等により、現在の公

共交通サービス水準を維持することが難しくなりつつある。民間交通事業者の取

組のみでは、更なる減便や改廃が見込まれるため、事業者、区民、行政の役割を

整理し、バス路線の維持に向けた取組を、以下のとおり実施する。 

 

１ 路線バス減便等の主な要因（別紙：参考資料） 

  ◌ 区民の外出率が約８ポイント減少（H20:88.1% H30:80.3%） 

   区の人口が約４万人増加に対し、区内の移動回数が約３万回減少 

(H20:約29万人･約74万トリップ H30:約33万人･約71万トリップ) 

  ◌ 路線バスの利用者数がコロナ前と比較し１日あたり約２.１万人減少 

（H31:13.2 万人 R5:11.1 万人） 

  ◌ バス運転士等の人材不足（公共交通利用の低下や運賃が国の認可制等、収入源

に課題があり、運転士等の待遇改善が難題である。） 

 

２ 公共交通の維持に向けた取組 

現在の公共交通サービスは、一定程度の減便や改廃に留まっているが、今後、

更なる減便や路線の廃止が深刻になれば、交通事業者に運行経費等の補助を行

う対症療法的な取組を検討すべきステージも想定される。そのようにならない

よう、当面は区民の公共交通利用を促す予防療法的な取組を重点的に実施して

いる。 
 
⑴ 経緯 

    令和３年度 中野区交通政策基本方針の策定 

     区の交通に関する施策の総合的かつ計画的な実施に向け、基本的な方向性

を示した方針（関連法令：交通政策基本法）。 

    令和５年度 中野区地域公共交通計画の策定 

     上記方針に基づき、各地域の公共交通サービスの充実度や施策等を示した

計画（関連法令：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律）。 

    令和６年度 中野区地域公共交通マネジメント戦略の作成 

     主に公共交通の利用促進に重点を置き、施策を取りまとめた戦略。 

⑵ 進捗 

現在、中野区地域公共交通マネジメント戦略等に基づき、取組を推進してい

る。公共交通ガイドの発信やイベント参加等のコミュニケーション施策（意識
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啓発）に加え、自発的な公共交通の利用（行動変容）を促す取組を検討してい

く。 
 
   ◌ 適切な公共交通に係る情報発信（公共交通ガイド等）…【実施済】 

    参照：別紙 参考資料 ３－１ 

   ◌ イベントの参加（なかのエコフェア、地区まつり等）…【実施済】 

    参照：別紙 参考資料 ３－２ 

   ◌ 路線バスの利用促進策の実施 … 【検討中】 

 

３ 路線バスの利用促進策（ＭａａＳ等の活用） 

 ⑴ 基本的な考え方 

    別紙のとおり 

 ⑵ 検討体制 

    今年度、中野区交通政策推進協議会の下に、路線バス部会（バス事業者や東

京バス協会等の関係者により構成）を設置した。利用促進策も含め、バス路線

の維持に向けた取組を検討していく。 

 

４ 今後の予定 

   令和８年度   実証実験（１か月間）・検証 

   令和９年度以降 実証実験・検証（令和８年度の結果を踏まえ検討） 

           実証効果取りまとめ、対策方法の見直し 
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